
１　　品名

ホッチキスの針ほか６点　買入

２　　明細

No. 形状・寸法・規格等 数量 （単位） 同等品の可否

1
マックス針　1213FAｰH
入数1600本　足長さ　13mm
品番　MS91173

70 箱 可

2

富士フイルム社製複合機用ホチキス針
品番：CWAA0540　入数：5,000本×３個/箱
50枚用タイプXE（3PCS）
その他：富士フイルム社製複合機Apeos 7580にて使用可能で
あること。

45 箱 不可

3
オルファ　エコカッターS型
品番　188BSB
刃幅　9mm

20 個 可

4
プラス　修正テープ　ホワイパースイッチ
品番　WH-1514
テープ幅　4mm

50 個 可

5
ぺんてる　ハイポリマー消しゴムAin＜まとまるタイプ＞　６
個入　品番　ZEAS10-6

10 セット 可

6
エコミュ　アラビックヤマト
補充用　400ml/３本入

3 箱 可

7
マチ付き　サイズ：A４タテ縦３３５×横２４０×マチ３０ｍ
ｍ　材質：ＰＰ　色：青

100 点 可

液状のり　補充用

ポケット付エンベロープ タテ(マチ付)

別紙　仕様書　ホッチキスの針ほか６点　買入

富士フイルム社製
複合機用ホチキス針

修正テープ

品名

ホッチキスの針

カッターナイフ

消しゴム



３　　納入期限

４　　納入場所　

５　　その他　　　　

(１)

(３)

(４)

(５)

(６)

(７)

(８) 大阪市暴力団排除条例を遵守すること。

(９)

(１０)

６　　担当　　　　

〒557-0024

　　　　　　　　　　　　大阪市西成区出城2-5-20  大阪市 社会福祉研修・情報センター３階

　　　　　　　　　　　　福祉局障がい者施策部障がい支援課（認定事務センター）村林
                         　　　　電話：06-4392-1730

見積金額には、配送料等本契約にかかる全ての費用を含むものとする。

納品物については、「大阪市グリーン調達方針
（https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000224120.html）別表の【判断の基
準】を満たすものとし、【配慮事項】について十分配慮されていること。

大阪市西成区出城２-５-２０　大阪市 社会福祉研修・情報センター３階

納品に際して発生する廃棄物等の処理は、受注者の責任において行うこと。

契約締結後、すみやかに事業担当へ単価のわかる内訳明細書を提出すること。

令和７年６月１７日（火）

同等品可のもので同等品以上を使用する場合は見積もり提出前に主管担当に承認を得
ること。ただし、「大阪市グリーン調達方針」に適合の商品であること。

見積もり書提出に当たっては本仕様書を十分検討し、疑義ある場合は見積もり提出前
に主管担当に確認し、その内容を熟知の上見積もりを提出すること。契約後における
仕様書の疑義は、本市の解釈によるものとする。

納入の際は大阪市グリーン配送実施要綱に定めるグリーン配送適合車を使用するこ
と。

納入時期については、事前に事業担当と連絡調整を行い、土・日・祝日を除いた平日
の午前９時から午後５時までの間に完了すること。

納品の際は、物品名称及び数量等が確認できる「納品書」を提出すること。

(２)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暴力団等の排除に関する特記仕様書 

１ 暴力団等の排除について     

(1) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。）は、 

  大阪市暴力団排除条例（平成 23年大阪市条例第 10号。以下「条例」という。）第 2条第 2 

号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第 3号に規定する暴力団密接 

関係者（以下「暴力団密接関係者」という。）に該当すると認められる者と下請契約、資材・ 

原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。 

(2) 受注者は、条例第 7条各号に規定する下請負人等（以下「下請負人等」という。）に、暴 

力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入 

契約又はその他の契約をさせてはならない。 

また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる 

者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除さ 

せなければならない。  

(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めら 

れる者から条例第 9条に規定する不当介入（以下「不当介入」という。）を受けたときは、 

速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担 

当課長（以下「監督職員等」という。）へ報告するとともに、警察への届出を行わなければ 

ならない。 

また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者 

から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告すると 

ともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。 

(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかった 

と認めるときは、条例第 12条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停

止措置を行うことがある。 

(5) 受注者は第 3号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に 

  協力しなければならない。 

(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの 

不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行 

日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じること 

とする。 

 

２ 誓約書の提出について 

    受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しな

ければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。 

 



 

その他特記仕様書  

 

 発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不

適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の福祉局総務部総務課（連絡先：

０６－６２０８－７９１１）に報告しなければならない。 

 

 

グリーン配送に係る特記仕様書  

 

１ 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、

大阪市グリーン配送適合車（以下「グリーン配送適合車」という。）を使用しなければなら

ない。 

 

 

なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン

配送適合車の使用を求めること。 

２ 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車

がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。 

ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使

用する場合はこの限りではない。 

(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車 

(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車 

３ 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。 

４ 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提

示を求めた場合には、協力すること。 

 

 

大阪市グリーン配送に関する問合せ 
 
大阪市環境局環境管理部環境規制課 
 自動車排ガス対策グループ 
電 話：０６－６６１５－７９６５ 

注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域に

おける総量の削減等に関する特別措置法（自動車 NOx・PM法）」に定める窒素酸化物排出基

準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。 


